
校則の見直しにおける「くらしのやくそく」の変更点 

楡木小学校 生徒指導部 

 本校では、「校則・生徒指導のあり方の見直しに関するガイドライン」に基づいて、児童、保護者、教

職員が一体となって「くらしのやくそく」の見直しを毎年度行っています。下記に、見直しを行った内容

を新旧対照表として記載しています。更新された内容については、「くらしのやくそく」を参照ください。 

 

変更前（旧） 変更後（新） 

～Ｒ７年度～ 

＜見直し協議＞ 

・校区外に子どもだけで行けるようにしてほしい。 

・公園でボール遊びができるようにしてほしい。 

 

・子どもだけでの外泊を認めてほしい。 

・体育座りをやめて、あぐらにしてほしい。 

 

・子どもらしい服装（小学生らしい服装）とは何

かを明確にしてほしい。 

 

 

 

（その他、文言変更・追加） 

・落ち着きのある学校生活のため、また健康のた

めにも、小学生らしい服装や髪型を心がけまし

ょう。 

 

・手袋は使っていいです。ポケットに手を入れな

いようにしましょう。 

 

～Ｒ６年度～ 

＜見直し協議＞ 

・朝の登校後に外遊びを認めてほしい。 

 

 

（その他、文言変更・追加） 

・落ち着きのある学校生活のため、また健康のた

めにも、小学生らしい服装や髪型を心がけまし

ょう。パーマや髪を染めることはしません。 

～Ｒ８年度～ 

＜見直し協議＞ 

・熊本市全体でのきまりの為、変更不可。 

・熊本市及び自治体が決めているルールの為、学

校での変更不可。 

・熊本市全体でのきまりの為、変更不可。 

・体への影響等を考えて、話を聞くときなど状況

に応じて、背筋を伸ばす座り方ならよしとする。 

・ネックレスやイヤリングなど、学校に必要のな

い装飾品は身につけない。安全面や健康面を考

えて、肩出し・へそ出し・短すぎるズボンやス

カートなどを着用しない。 

 

（その他、文言変更・追加） 

・子どもたちが考えた小学生らしい服装を「身に

つけてはダメなもの」「身につけてよいもの」に分

けて、具体例を記載。 

（記載内容はくらしのやくそくを参照。） 

・手袋は使っていいです。安全を考えて、ポケッ

トに手を入れないようにしましょう。 

 

～Ｒ７年度～ 

＜協議結果＞ 

・ルールを守れるかチャイム着席の試行期間を設

けたが、基準に満たなかったため、今回は見送

り。 

（その他、文言変更・追加） 

・落ち着きのある学校生活のため、また健康のた

めにも、小学生らしい服装や髪型を心がけまし

ょう。パーマや髪を染めることはしません。 



・タブレットの使い方を再度意識する文言が必要

という意見。 

 

～Ｒ５年度～ 

＜見直し協議＞ 

・シャープペンの利用を認めてほしい。 

 

 

（その他、文言変更・追加） 

・なし 

 

～Ｒ４年度～ 

＜見直し協議＞ 

・前髪が目にかからないようにしましょう。 

 

 

（その他、文言変更・追加） 

・なし 

 

・タブレットは借りているものです。大切に、学

習の時だけ使いましょう。 

 

～Ｒ６年度～ 

＜協議結果＞ 

・６年生の３学期からシャープペンシルが使えま

す。ただし、学年でルールを定め、そのルール

が守られている時に限ります。（試行期間あり） 

 

（その他、文言変更・追加） 

・なし 

 

～Ｒ５年度～ 

＜協議結果＞ 

・保健領域のため、保健指導として行うことと

し、「くらしのやくそく」から文言を削除。 

 

（その他、文言変更・追加） 

・なし 

 

 


